
 

 

 

 

 

 

 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

              

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、腸内細菌検査（検便検査）は健康の森で受付及び 
検査をしていますが、令和 6年 4月 1日より、ともに 
食品環境検査所（下岡本町）に移転いたします。 
今までは腸内細菌検査は健康の森で、食品検査等は食品環境検査所 

で対応しておりましたが、令和 6年度からは窓口が一本化されます。 
これにより、『漬物の製造販売をしているが、製品の検査は 

どんな項目をすればいいの？』『検便実施の時期は？』『検査対象は？』 
といった、食品取り扱いに従事するお客様の「食の安全・安心」についての 
ご質問や、ご相談ご要望にもいっそう適切かつ迅速に対応できると考えて 
おります。栃木県内食品取扱従事者様の「食の安全・安心」につきましては、 
今後とも栃木県保健衛生事業団にお任せください。 
現在、健康の森の窓口にいらっしゃっていただいているお客様には、 

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
なお、これにともないまして、今年度末(令和６年 3月)の健康の森での 

腸内細菌検査受付が、下記のとおりとなりますので、ご注意ください。 
 
〇年度内の受付最終日：令和６年３月２５日まで（郵送の受付も同様) 

 
※上記は、工事等の進捗状況等により、変更になる場合もございます。その際は、 

文書等でご案内するとともに、ホームページにも掲示いたしますので、ご確認いただければ
幸いです。 
＜名称＞ 
栃木県保健衛生事業団 
食品環境検査所 
＜住所＞ 
宇都宮市下岡本町 2145－13 
（栃木県保健環境センター内） 
＜TEL＞ 
028-673-9900 
 
 

VOL.1９は、腸内細菌検査の受付窓口移転について特集します。 

当事業団には駒生町と下岡本町の２つの事業所がありますが、 

食の安全・安心のための検査窓口を一本化することになりました。 

皆様にとっても大切な情報ですので、ぜひご一読ください。 

 
ＶＯＬ．１９ 

ＮＯＶ．１ ２０２３ 

 

公益財団法人 

栃木県保健衛生事業団 

ア シ ス ト 

～ ～食の安全のために～ 

広報誌 

Ａｓｓｉｓｔ 

皆さんこんにちは！アシストです。 

腸内細菌検査（検便検査）受付窓口移転のお知らせ 



 

発表日 7月 

地域 県東 

原因物質 アニサキス 

発症者 1名 

原因食材 不明 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

検便検査 
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町 3337-1 とちぎ健康の森 3F 
TEL: 028-623-8383  FAX:028-623-8585  
メール: kensui@tochigi-health.or.jp 

食品検査 
〒329-1194 栃木県宇都宮市下岡本町 2145-13栃木県保健環境センター2F 
TEL: 028-673-9900  FAX:028-673-9955 
 メール:okamotok@tochigi-health.or.jp 

HP https://tochigi-health.or.jp 

 

アシスト VOL.1９をお届けいたします。今回は「腸内細菌検査受付窓口の移転」の話題を取り扱いました。 
今後も皆様のお役に立つ情報を発信していきますので、楽しみにして下さい。 

検査のお問い合わせ     公益財団法人 栃木県保健衛生事業団 

 

件数は少ない
ですが、アニサ
キスには気を
付けましょう！ 
 

編集後記 

 

県内食中毒情報（2～5月） 

本誌に関するご意見やご感想を 

お寄せください 

 

県内食中毒情報（6月～9月） 

 

 
青森県の弁当製造会社の弁当による集団食中毒（患者数 521名）では、 
黄色ブドウ球菌とセレウス菌が原因と断定され、 
この弁当製造会社は安全が確保されるまで営業禁止になっています。 
 
黄色ブドウ球菌とセレウス菌は、 
ともに食品中で毒素をつくる菌で、 
その毒は 100℃以上で加熱しても壊れることがありません。 
 
細菌による食中毒は夏に多く発生しますが、 
黄色ブドウ球菌やセレウス菌の食中毒は秋や冬でも 
発生しています。 
 
黄色ブドウ球菌はヒトの皮膚や髪の毛、環境中に、 
セレウス菌は米や麦などの農産物に広く分布しています。 
 
細菌性食中毒予防の 3原則は、「つけない」、「増やさない」、「やっつける」ですが、 
黄色ブドウ球菌とセレウス菌においては、「つけない」に加えて「増やさない」ことに 
注意し毒素をつくらせないことが重要です。 
 

毒素による食中毒に注意しましょう 

編集後記 

 

11～2 月は、例年ノロウイルスによる感染性胃
腸炎が多発します。ノロウイルスの食中毒は主
に、食品取扱者を通じた食品の汚染により引き
起こされます。 
ノロウイルスは感染力が強く、集団発生を起こし
やすいため注意が必要です。手洗い、食品取扱
者の健康管理、食品の十分な加熱、吐物等の
適切な処理などが予防策となります。 
当事業団では、大量調理施設衛生管理マニュ
アルに記載のリアルタイム RT-PCR法 
により高感度なノロウイルス検査を 
行っておりますので、ご用命の際は 
ご連絡ください。 
 

ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう！ 


